
大学連携研究設備ネットワーク委員会規程 

６３ 

国立大学法人和歌山大学大学連携研究設備ネットワーク委員会規程 

制  定 平成２１年１１月３０日 

法人和歌山大学規程 第 ９７１ 号 

最終改正 令和 ８年 ３月２７日 

 （設置） 

第１条 国立大学法人和歌山大学に、大学連携研究設備ネットワーク協議会規約（平成２２

年３月８日付け大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下「協議会規約」という。）

に基づくネットワーク構築事業（以下「ネットワーク構築事業」という。）に関する事項を

審議するため、国立大学法人和歌山大学大学連携研究設備ネットワーク委員会（以下「委

員会」という。）を置くものとする。 

 （審議事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、審議する。 

（１） 復活再生設備及び最先端研究設備の整備・選定に関すること 

（２） 研究設備の利用料金に関すること 

（３） 研究設備の相互利用に関すること 

（４） 協議会規約第３条第１項第１号に定める委員の選出 

（５） その他ネットワーク構築事業の実施に関し、必要な事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

（１） 研究支援担当の副学長のうち学長が指名する者 

（２） 教育学部から選出された教員 １名 

（３） システム工学部から選出された教員 １名 

（４） 産学連携イノベーションセンター長 

（５） 前条第４号により選出された者 

（６） 研究協力課から選出された職員 1 名 

（７） その他委員会が必要と認める者 

２ 前項第２号、第３号、第７号の委員の任期は、２年とし再任を妨げない。ただし、任期中

に欠員が生じ、これを補充した場合の任期は前任者の残任期間とする。 

 （委員会） 

第４条 委員会に委員長を置き、副学長をもって充てる。 

２ 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 

５ 委員長に事故のあるときは、あらかじめ委員長の指名した者がその職務を代行する。 

 （事務） 

第５条 大学連携研究設備ネットワーク協議会及び本委員会に関する事務は、研究協力課に

おいて処理するものとする。 

 （その他） 

第６条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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   附 則 

１ この規程は、平成２１年１１月３０日から施行する。 

２ この規程施行後最初に選出される第３条第１項第２号、第３号、第７号の委員の任期は、

第３条第２項の規定にかかわらず平成２３年３月３１日までとする。 

   附 則（平成２２年３月２６日一部改正：法人和歌山大学規程第１００５号） 

この改正規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２２年６月２５日一部改正：法人和歌山大学規程第１０２９号） 

 この改正規程は、平成２２年７月１日から施行する。 

   附 則（平成２４年３月３０日一部改正：法人和歌山大学規程第１２５６号） 
 この改正規程は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年４月１日一部改正：法人和歌山大学規程第１６５３号） 
この改正規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２４日一部改正：法人和歌山大学規程第１９１４号） 
この改正規程は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月２７日一部改正：法人和歌山大学規程第２９３３号） 
この改正規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 


